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広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会

調査報告書の概要について

１ 要旨

 令和４年８月に発生した広島県立学校生徒の死亡事案について、第三者調査委員会によ

る調査報告書の概要等について報告する。

２ 第三者調査委員会について

令和４年８月、当時広島県立中学校２年生であったＡさんが、２学期始業式当日、列車

に轢かれ死亡した事案について、本件事案に至るまでの事実関係に関する詳細な調査及び

検証並びに本件事案の原因及び背景要因の究明並びに本件学校及び県教育委員会の本件事

案前後の対応について調査を行い、今後の再発防止を図ることを目的として、御遺族の県

知事への要望により設置された。

令和８年４月 12日開催の第 31回会議において、調査委員会から県及び御遺族へ調査結

果の報告が行われ、翌 13日、県知事から県教育委員会へ調査報告が行われた。

３ 調査結果の概要

 別紙「広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会調査報告書の概要につい

て」のとおり。

令和８年４月 17日
課 名 教育委員会事務局

豊かな心と身体育成課
担当者 課長 沖本
内 線 5040
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広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会

調査報告書の概要について

第1 本委員会の設置と活動経過

1 本委員会設置の経緯

当時広島県立中学校（以下「本件学校」という。） 2年生であったAさんは、

2学期の始業式当日である令和4年(2022年） 8月24日午前7時59分ごろ、

列車に礫かれ死亡した。

本件学校は、 Aさんについて、 生徒及び教職員から聞き取りなどを行った上

で、 同年10月13日、 広島県教育委員会（以下「県教委」という。）に対し、

「基本調査」と題する書面（以下「基本調査報告書」という。）を提出した。な

お、 遺族が同書面を受領したのは、 令和5年(2023年） 3月1日であった。

Aさんの遺族（以下「遺族」という。）は、 令和5年1月30日、 県教委に対

し、『「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の改訂について（通知）（平

成26年7月1日付26文科初第416号文部科学省初等中等教育局長通知）』（以

下「背景調査の指針」
＊ 1という。）に基づく詳細調査を要望した。

同年4月13日、 県教委が制定した調査委員会設置要綱（以下「県教委要綱」

という。）が施行されたが、 これを閲覧した遺族は、 調査委員及び調査対象に関

する要望を無視されたと感じ、 広島県知事あてに、 知事部局において第三者調

査委員会を設置することを要望した。

同年5月22日、 県教委要綱が廃止され、 同年9月28日には、 知事部局にお

いて広島県立学校 生徒の死亡 事案に関する第三者調査委員会（以下「本委員

会」という。）の設置を定める設置要綱（以下「本設置要綱」という。）が施行

された。

その後、 各職能団体等からの委員の推薦を経て、 令和6年(2024年） 4月14

日、 本委員会の第1回会議が開催された。

2 本委員会の目的・所掌事項

(1) 目的

*l 背景調査の指針によると、 背景調査は基本調査と詳細調査から構成される。 基本調査と

は、 自殺又は自殺が疑われる死亡事案について、 事案発生（認知）後速やかに着手する、 全

件を対象とする基本となる調査である。 詳細調査とは、 基本調査等を踏まえ必要な場合に、

心理の専門家など外部専門家を加えた調杏組織において行われる、 より詳細な調査である。

全ての事案について詳細調査に移行することが望ましいが、 難しい場合は、 少なくとも、

ア）学校生活に関係する要素（いじめ、 体罰、 学業、 友人等）が背最に疑われる場合、 イ）

遺族の要望がある場合、 ウ）その他必要な場合には、 詳細調査に移行するとされている。
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